
 予算議案 

 （当初・補正） 

 決算議案 

長久手市議会予算決算常任委員会の流れ（案）   （委員：議長及び監査委員を除く１６人の議員で構成）      パターン １ 

 

 

 

 

   

 

１ 委員長には副議長、副委員長には議会運営委員会委員長 

２ 全体会は議場において開催 

３ 委員長は議長席、他の議員は自席（監査委員を除く） 

４ 議長は地方自治法第１０５条の規定に基づき出席可能 

５ 執行部の出席は求めない。（説明及び質疑は行わない。） 

６ 付託議案を担当する分科会に送付 

本会議 

付託 

予算決算常任委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 前期全体会 

② 分科会 

（議長、監査委員を除く全議員） 

ア 総務分科会（５人） 

イ 教育福祉分科会（６人） 

ウ くらし建設分科会（５人） 

③ 後期全体会 

１ 分科会の委員は、所管別常任委員会に対応する分科会に所属 

２ 分科会の会長及び副会長は、所管別常任委員会の委員長及び副委員長 

３ 分科会は所管別常任委員会を開催する会場とする。 

４ 分科会では、説明員（執行部）から説明を受け質疑を行う。討論採決は行わない。 

５ 一般会計は部局別に、特別（企業）会計は各会計ごとに審査 

６ 新年度予算、補正予算及び決算議案がある場合は、決算議案、補正予算、新年度予算の順に審査 

７ 予算関連議案は原則、予算議案と合わせて審査 

１ 執行部の出席を求める。（市長又は副市長） 

２ 新年度予算、補正予算及び決算議案がある場合は、決算議案、補正予算、新年度予算の順に行う。 

３ 討論は、委員長の指名により自席で行い、採決は各議案ごと自席にて挙手で行う。 

４ 修正議案が提出された場合、提案者は提案説明、質疑を答弁席で行う。 

付託 

１ 後期全体会の運営の協議 

質疑 

ア 総務常任委員会（６人） 

   

イ 教育福祉常任委員会（６人） 

 

ウ くらし建設常任委員会（６人） 

本会議 

 討論 

 採決 

 討論 採決 

 質疑 

討論 

 採決 

１ 出席者は、議長、予算決算正副委員長、分科会長 

２ 分科会に付託する議案等の協議 

その他の 

一般議案 

 

分科会長会 

分科会長会 


